
合は契約解除のお申出のあった日となります。
（申し訳ございませんが、ただ今当社ではクレジットカ

ー ドのお取扱いは停止させていただいております。）
3旅行代金
(1)特別に定めのない場合、旅行開始日を基準として満12歳

以上の方は大人代金、満4歳以上（航空機利用コ ースは満
3歳以上）12歳未満の方は子供代金となります。

(2) 1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金となり
ます。

4追加代金
追加代金とは、(1)航空会社の選択、(2)航空便の選択、(3)
航空機の等級の選択、(4)宿泊ホテル指定の選択、(5)1人
部屋追加代金、(6)延泊による宿泊代金、(7)平日・休日の
選択、(8)出発・帰着曜日の選択等により追加する代金を
いいます

5基準旅行代金
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金
は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。

6．旅行契約内容・代金の変更
(1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサ ー ビス

提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運

(1)旅行代金を期日までにお支払いただけないとき
(2)申込条件の不適合
(3)病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施

が不可能なとき
10．当社の責任

当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えたとき
は損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は
1人15万円（ただし、当社に故意又は重大な過失がある
場合はこの限りではありません。）また、次のような場合は
原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴
動、運送、宿泊機関等の旅行サ ー ビス提供の中止、官公署の
命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由に
より損害を被ったとき。

11．特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事
故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害につ
いて、旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として
1,500万円、入院見舞金として入院日数により2~2
0万円、通院見舞金として通院日数により1~5万円、携
行品にかかる損害補償金(15万円を限度）（ただし、一個
又は一 対についての補償限度は10万円）を支払います。

なりません
14．お客様の交替

お客様は当社が承諾した場合、実費をお支払いただくこと
により交替することができます。

15．国内旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等
がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損
害賠償請求や賠償金の回収がたいへん困難である場合が
あります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な
額の国内旅行総合保険に加入されることをお勧めします。
国内旅行総合保険については、お申込店の販売員にお問い
合わせください。

16．事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表で
お知らせする連絡先にご通知ください。（もし、通知できな
い事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知くだ
さい。）

17．個人情報の取扱いについて
(1)当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申

込みの際に提出された申込害に記載された個人情報につ
いて、お客様との間の連絡のために利用させていただくほ

担当者（外務員）氏名

◎旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所
での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があ
りましたら、こ｀遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋
ねください。

東海バストラベル

旅 行 営 業 課
（東海自動車株式会社）

静岡県知事登録旅行業第2-194号
　　〒414-0022　

静岡県伊東市東松原町16-2

片　山　隼　人




